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明治安田生命保険相互会社との連携に関する包括協定を締結します

本市では、企業等と市がそれぞれの資源や特色を活かしながら、多岐にわたる分野におい

て市民サービスの向上と地域の活性化を図ることを目的に包括連携を進めており、現在 15 の

企業・団体様と締結しております。 

この度、明治安田生命保険相互会社と連携に関する包括協定を締結いたします。 

さいたま市民の健幸度上昇 

（市民満足度の向上） 

※ 「健幸」とは、一人ひとりが健康で生きがいを持ち、安心安全で豊かな生活を営むこと

ができることをいいます。（スマートウエルネスさいたま HP より） 
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スマートウエルネスさいたまの推進

さいたま市健康経営企業認定制度

及びさいたま健幸ネットワークへの参画

健康事業周知への協力（チラシ作成・セミナー共催等）

・さいたま市徘徊見守り SOS ネットワーク

・さいたま市「ながら見守り」ボランティア

への参画

健康事業をはじめとする

各種事業の更なる拡充



１ 締結式 

 ・日 時   令和２年 10 月１日（木）午後３時から午後３時 15 分まで 

 ・場 所   さいたま市役所本庁舎４階 政策会議室 

 ・出席者   さいたま市長 清水 勇人 

        明治安田生命保険相互会社 埼玉本部 

常務執行役員 埼玉本部長 岸本 司郎 

２ 協定書 

 「さいたま市と明治安田生命保険相互会社との連携に関する包括協定書」 

３ 協定する分野 

（１）  健康増進に関すること。 

（２）  高齢者支援、障害者支援に関すること。 

（３）  子育て支援、子ども・青少年育成に関すること。 

（４）  地域・暮らしの安心・安全、災害対策に関すること。 

（５）  女性の活躍推進、産業・経済の振興、地域雇用の創出に関すること。 

（６）  スポーツ、文化、芸術の振興に関すること。 

（７）  農業の振興、地産地消の促進に関すること。 

（８）  環境保全に関すること。 

（９）  まちづくりに関すること。 

（１０）シティセールス、観光振興に関すること。 

（１１）その他市民サービスの向上と地域の活性化に関すること。 

４ 今後の主な取組 

 ・健康増進に関すること。 

   スマートウエルネスさいたまの推進に関する協力 

   さいたま市健康経営企業認定制度及びさいたま健幸ネットワークへの参画 

   健康事業周知への協力（チラシ作成・セミナー共催等） 

 ・高齢者支援、障害者支援に関すること。 

   さいたま市徘徊見守り SOS ネットワークへの参画・協力 

・子育て支援、子ども・青少年育成に関すること。 

   地域見守り活動（さいたま市「ながら見守り」ボランティアへの参画・協力） 


